
 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-1 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:3 

旧:3 
ＪＡバンクアプリ プラス利用規定 ＪＡバンクアプリ プラス利用規定 

  

新:3 

旧:3 
本規定は、お客さまが「ＪＡバンクアプリ プラス」（以

下、「本アプリ」といいます。）のご利用条件等を定めるもの

です。本規定およびＪＡネットバンク利用規定（以下、「IB

規定」といいます。）、JAバンクが別途定める各関連規定等

の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の判断

と責任においてご利用ください。 

本規定は、お客さまが「ＪＡバンクアプリ プラス」（以

下、「本アプリ」といいます。）のご利用条件等を定めるもの

です。本規定およびＪＡネットバンク利用規定（以下「IB

規定」といいます。）、JAバンクが別途定める各関連規定等

の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の判断

と責任においてご利用ください。 

 追加 

新:3 

旧:3 
  

  

新:3 

旧:3 1定義 第 1条（定義） 

 変更 

新:3 

旧:3 
本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとし

ます。 

本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとし

ます。 

  

新:3 

旧:3 
（1）JAバンク 1. JAバンク 

 変更 

新:3 

旧:3 
JA（農協）・JA信農連・農林中央金庫により構成され

た、実質的にひとつの金融機関として機能するグループ

の名称を指します。以下の条文中の「JAバンク」とは、

お客さまと直接お取引している法人である JA（農協）ま

たは JA信農連を指します。 

JA（農協）・JA信農連・農林中央金庫により構成され

た、実質的にひとつの金融機関として機能するグループ

の名称を指します。以下の条文中の「JAバンク」とは、

お客さまと直接お取引している法人である JA（農協）ま

たは JA信農連を指します。 

  

新:3 

旧:3 2サービスの内容 第 2条（サービスの内容） 

 変更 

新:3 

旧:3 
（1）「ＪＡバンクアプリ プラス」サービス（以下、「本サー

ビス」といいます。）とは、本サービスの契約者（以

下、「契約者」といいます。）のインターネットへの接続

1. 「ＪＡバンクアプリ プラス」サービス（以下、「本サー

ビス」といいます。）とは、本サービスの契約者（以下、

「契約者」といいます。）のインターネットへの接続およ

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-2 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

および閲覧が可能な端末（以下、「スマートフォン等」

といいます。）にダウンロードされた、JAバンクが提供

するスマートフォンアプリケーションである本アプリを

使用することによってご利用いただける次項以降に定め

るサービスおよび JAネットバンク（以下、「IB」といい

ます。）の各種サービス（ただし、JAバンクの判断によ

りそのサービスの利用を全部または一部制限する場合が

あります。以下、「IBサービス」といいます。）をいいま

す。 

び閲覧が可能な端末（以下、「スマートフォン等」といい

ます。）にダウンロードされた、JAバンクが提供するスマ

ートフォンアプリケーションである本アプリを使用する

ことによってご利用いただける次項以降に定めるサービ

スおよび JAネットバンク（以下、「IB」といいます。）の

各種サービス（ただし、JAバンクの判断によりそのサー

ビスの利用を全部または一部制限する場合があります。

以下「IBサービス」といいます。）をいいます。 

新:3 

旧:3 
（2）口座照会 2. 口座照会 

 変更 

新:3 

旧:3 
本アプリに登録した貯金口座の残高や、JAバンクが定

める一定期間の入出金明細を照会することができます。

IB規定 6「照会サービス」の内容を適用します。 

本アプリに登録した貯金口座の残高や、JAバンクが定

める一定期間の入出金明細を照会することができます。

IB規定 6条「照会サービス」の内容を適用します。 

 削除 

新:3 

旧:3 
（3）口座追加・削除 3. 口座追加・削除 

 変更 

新:3 

旧:3 
本アプリで利用する口座の追加および削除ができま

す。IB規定 3「利用申込み」の内容を適用します。 

本アプリで利用する口座の追加および削除ができま

す。IB規定 3条「利用申込み」の内容を適用します。 

 削除 

新:3 

旧:3 
（4）振込・振替 4. 振込・振替 

 変更 

新:3 

旧:3 
本アプリに登録した普通貯金口座等から振込や振替が

できます。IB規定 7「振込・振替サービス」の内容を適

用します。 

本アプリに登録した普通貯金口座等から振込や振替が

できます。IB規定第７条「振込・振替サービス」の内容

を適用します。 

 変更 

新:3 

旧:3 
（5）税金・各種料金の払込み 5. 税金・各種料金の払込み 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-3 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:3 

旧:3 
「Pay-easy（ペイジー）」にて税金・各種料金の払込み

ができます。IB規定 8「税金・各種料金の払込み「Pay-

easy（ペイジー）」」の内容を適用します。 

「Pay-easy（ペイジー）」にて税金・各種料金の払込み

ができます。IB規定第 8条「税金・各種料金の払込み

「Pay-easy（ペイジー）」」の内容を適用します。 

 削除 

新:3 

旧:3 
（6）ワンタイムパスワード 6. ワンタイムパスワード 

 変更 

新:3 

旧:3 
IBサービスで利用するワンタイムパスワードを表示す

ることができます。 

IBサービスで利用するワンタイムパスワードを表示す

ることができます。 

  

新:3 

旧:3 
（7）IBへの自動ログオン 7. IBへの自動ログオン 

 変更 

新:3 

旧:3 
本アプリから IBの各種取引画面へ遷移する際に、IBの

ログオン操作を省略します。 

本アプリから IBの各種取引画面へ遷移する際に、IBの

ログオン操作を省略します。 

  

新:3 

旧:3 
（8）プッシュ通知による情報配信 8. プッシュ通知による情報配信 

 変更 

新:4 

旧:4 
契約者のスマートフォン等の画面へ JAバンクや JAバ

ンクの提携先等が取り扱う商品またはサービスに関する

情報配信を行うことがあります。配信を希望されない場

合は、契約者ご自身でお知らせ受信の設定をオフにして

ください。 

契約者のスマートフォン等の画面へ JAバンクの商品・

サービスに関するキャンペーンやセミナーなどの情報を

配信することがあります。配信を希望されない場合は、

契約者ご自身でお知らせ受信の設定をオフにしてくださ

い。 

 変更 

新:4 

旧:4 
（9）住所・電話番号変更 9. 住所・電話番号変更 

 変更 

新:4 

旧:4 
（住所・電話番号変更が本アプリにて申込み可能な JA

バンクのみ）住所および電話番号変更とは、契約者の依

頼に基づき、代表口座取引店への届出住所や届出電話番

号を変更する申込みを受付するサービスをいいます。 

（住所・電話番号変更が本アプリにて申込可能な JAバ

ンクのみ）住所および電話番号変更とは、契約者の依頼

に基づき、代表口座取引店への届出住所や届出電話番号

を変更する申込を受付するサービスをいいます。 

 追加 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-4 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:4 

旧:4 
（10）口座開設 10. 口座開設 

 変更 

新:4 

旧:4 
（口座開設が本アプリにて申込み可能な JAバンクの

み）JAバンクに口座をお持ちでない場合、本アプリから

総合口座の開設申込みができます。開設された口座を本

アプリに登録することで、各種サービスをご利用いただ

けます。 

（口座開設が本アプリにて申込可能な JAバンクのみ）

JAバンクに口座をお持ちでない場合、本アプリから総合

口座の開設申込みができます。開設された口座を本アプ

リに登録することで、各種サービスをご利用いただけま

す。 

 追加 

新:4 

旧:4 3規定への同意 第 3条（規定への同意） 

 変更 

新:4 

旧:4 
本規定および IB規定にご同意いただけない契約者は、本

サービスの利用ならびに本アプリのダウンロードもできませ

ん。 

本規定および IB規定にご同意いただけない契約者は、本

サービスの利用ならびに本アプリのダウンロードもできませ

ん。 

  

新:4 

旧:4 4ご利用条件 第 4条（ご利用条件） 

 変更 

新:4 

旧:4 
契約者は、本規定および IB 規定にご同意いただいたうえ

で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利

用することができるものとします。 

契約者は、本規定および IB規定にご同意いただいたうえ

で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利

用することができるものとします。 

  

新:4 

旧:4 
（1）本サービスは、JAバンクにキャッシュカードが発行され

ている普通貯金口座をお持ちの個人の方が対象です。 

1. 本サービスは、JAバンクにキャッシュカードが発行され

ている普通貯金口座をお持ちの個人の方が対象です。 

 変更 

新:4 

旧:4 
（2）本サービスを利用できるスマートフォン等は、JAバンク

所定の機種に限ります。また、本サービスのご利用は、

日本国内に限ります。本サービスのご利用に際して使用

できる機種は、JAバンクホームページでご確認くださ

い。 

2. 本サービスを利用できるスマートフォン等は、JAバンク

所定の機種に限ります。また、本サービスのご利用は、

日本国内に限ります。本サービスのご利用に際して使用

できる機種は、JAバンクホームページでご確認くださ

い。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-5 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:4 

旧:4 
（3）あらかじめ本アプリを契約者のスマートフォン等におい

て利用できる状態にしてください。 

3. あらかじめ本アプリを契約者のスマートフォン等におい

て利用できる状態にしてください。 

 変更 

新:4 

旧:4 
（4）本サービスの利用日、利用時間は JAバンクが定めるも

のとし、変更することがあります。なお、利用時間内で

あってもシステムメンテナンスなどにより本サービスを

ご利用いただけない場合がありますので、JAバンクホー

ムページ等で確認してください。 

4. 本サービスの利用日、利用時間は JAバンクが定めるもの

とし、変更することがあります。なお、利用時間内であ

ってもシステムメンテナンスなどにより本サービスをご

利用いただけない場合がありますので、JAバンクホーム

ページ等で確認してください。 

 変更 

新:4 

旧:4 5利用登録 第 5条（利用登録） 

 変更 

新:4 

旧:4 
（1）契約者は、本サービスをご利用になる際に、あらかじ

め契約者が利用するスマートフォン等にて、メールア

ドレス、普通貯金口座の店番・口座番号、キャッシュ

カードの暗証番号等、画面に指定する項目を入力のう

え、アプリ暗証番号等を本アプリに登録してくださ

い。また、届け出と異なるキャッシュカード暗証番号

の入力が JAバンク所定の回数以上連続して行われた場

合、本サービスの利用登録手続等を停止します。利用

登録手続等を再開するには、JAバンク所定の手続を行

ってください。 

1. 契約者は、本サービスをご利用になる際に、あらかじめ

契約者が利用するスマートフォン等にて、メールアドレ

ス、普通貯金口座の店番・口座番号、キャッシュカード

の暗証番号等、画面に指定する項目を入力のうえ、アプ

リ暗証番号等を本アプリに登録してください。また、届

け出と異なるキャッシュカード暗証番号の入力が JAバン

ク所定の回数以上連続して行われた場合、本サービスの

利用登録手続等を停止します。利用登録手続等を再開す

るには、JAバンク所定の手続を行ってください。 

 変更 

新:4 

旧:4 
（2）契約者が IBサービスをご利用されていない場合、前項

の登録は、IBサービスの利用申込みを兼ねるものとしま

す。 

2. 契約者が IBサービスをご利用されていない場合、前項の

登録は、IBサービスの利用申込を兼ねるものとします。 

 変更 

新:4 

旧:4 
（3）本サービスのご利用は、原則、スマートフォン等 1 端末

につき契約者お一人となります。また、ご利用いただけ

る口座は契約者ご本人名義（同一カナ氏名・同一生年月

日）の口座に限り、JAバンク所定の数までとなります。 

3. 本サービスのご利用は、原則、スマートフォン等 1 端末

につき契約者お一人となります。また、ご利用いただけ

る口座は契約者ご本人名義（同一カナ氏名・同一生年月

日）の口座に限り、JAバンク所定の数までとなります。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-6 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:4 

旧:4 
（4）JAバンクが契約者について IBサービスの利用を認めな

かった場合、契約者は、本サービスの全部または一部に

ついてこれを利用することができません。 

4. JAバンクが契約者について IBサービスの利用を認めなか

った場合、契約者は、本サービスの全部または一部につ

いてこれを利用することができません。 

 変更 

新:5 

旧:5 
（5）契約者の IBサービスの代表口座を本サービスの代表口

座とし、代表口座を変更することはできません。 

5. 契約者の IBサービスの代表口座を本サービスの代表口座

とし、代表口座を変更することはできません。 

 変更 

新:5 

旧:5 6本人確認 第 6条（本人確認） 

 変更 

新:5 

旧:5 
（1）本アプリを起動時は、アプリ暗証番号により本人確認を

行います。生体認証機能（契約者がご自身の端末に登録

されている生体情報を利用する方法をいいます。）を利

用するとアプリ暗証番号の入力を省略することができま

す。ただし、生体認証のご利用は、JAバンク所定の機能

を備えるスマートフォン等に限ります。生体認証で利用

する契約者の生体情報は、JAバンクでは取得・保存しま

せん。 

1. 本アプリを起動時は、アプリ暗証番号により本人確認を

行います。生体認証機能（契約者がご自身の端末に登録

されている生体情報を利用する方法をいいます）を利用

するとアプリ暗証番号の入力を省略することができま

す。ただし、生体認証のご利用は、JAバンク所定の機能

を備えるスマートフォン等に限ります。生体認証で利用

する契約者の生体情報は、JAバンクでは取得・保存しま

せん。 

 変更 

新:5 

旧:5 
（2）アプリ暗証番号等の漏洩、またはスマートフォン等の本

サービス利用のための機器の紛失・盗難があった場合

は、ただちに JAバンクに届け出てください。 

2. アプリ暗証番号等の漏洩、またはスマートフォン等の本

サービス利用のための機器の紛失・盗難があった場合

は、ただちに JAバンクに届け出てください。 

 変更 

新:5 

旧:5 
（3）届け出と異なるアプリ暗証番号の入力が JAバンク所定

の回数以上連続して行われた場合、その時点で JAバン

クは本サービスのご利用を停止します。本サービスのご

利用を再開するには、本サービスの画面上で新たなアプ

リ暗証番号を届け出てください。 

3. 届け出と異なるアプリ暗証番号の入力が JAバンク所定の

回数以上連続して行われた場合、その時点で JAバンクは

本サービスのご利用を停止します。本サービスのご利用

を再開するには、本サービスの画面上で新たなアプリ暗

証番号を届け出てください。 

 変更 

新:5 

旧:5 
（4）本サービスご利用時における本人確認は、契約者のスマ

ートフォン等から JAバンクに送信していただくパスワ

4. 本サービスご利用時における本人確認は、契約者のスマ

ートフォン等から JAバンクに送信していただくパスワー

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-7 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

ード等を JAバンクが照合するなど、JAバンク所定の方

法により行います。 

ド等を JAバンクが照合するなど、JAバンク所定の方法に

より行います。 

新:5 

旧:5 7パスワード等の管理 第 7条（パスワード等の管理） 

 変更 

新:5 

旧:5 
契約者は、契約者のスマートフォン等が第三者の手に渡

り、かつパスワード等が知られた場合には、当該第三者によ

り本サービスが不正利用されることにより契約者の情報が外

部に漏れたり、契約者に損害が発生したりする可能性がある

ことを十分認識した上で、契約者の責任においてスマートフ

ォン等およびパスワード等を厳重に管理し、これらを第三者

に貸与または開示してはならないものとします。 

契約者は、契約者のスマートフォン等が第三者の手に渡

り、かつパスワード等が知られた場合には、当該第三者によ

り本サービスが不正利用されることにより契約者の情報が外

部に漏れたり、契約者に損害が発生したりする可能性がある

ことを十分認識した上で、契約者の責任においてスマートフ

ォン等およびパスワード等を厳重に管理し、これらを第三者

に貸与または開示してはならないものとします。 

  

新:5 

旧:5 8スマートフォン等の管理 第 8条（スマートフォン等の管理） 

 変更 

新:5 

旧:5 
（1）契約者は、本アプリをインストールしたスマートフォン

等が第三者の手に渡らないように厳重に管理するものと

し、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとしま

す。 

1. 契約者は、本アプリをインストールしたスマートフォン

等が第三者の手に渡らないように厳重に管理するものと

し、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとしま

す。 

 変更 

新:5 

旧:5 
（2）契約者は、本アプリをインストールしたスマートフォン

等のセキュリティ対策を行ってください。不正なアプリ

や不審な webサイトの閲覧でウイルス感染や不正プログ

ラムがインストールされる可能性があります。セキュリ

ティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をお

すすめします。 

2. 契約者は、本アプリをインストールしたスマートフォン

等のセキュリティ対策を行ってください。不正なアプリ

や不審な webサイトの閲覧でウイルス感染や不正プログ

ラムがインストールされる可能性があります。セキュリ

ティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をお

すすめします。 

 変更 

新:5 

旧:5 9口座開設 第 9条（口座開設） 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-8 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:5 

旧:5 
（口座開設が本アプリにて申込み可能な JAバンクのみ） （口座開設が本アプリにて申込可能な JAバンクのみ） 

 追加 

新:5 

旧:5 
（1）概要 1. 概要 

 変更 

新:5 

旧:5 
a 本アプリの開設口座（以下、「開設口座」といいま

す。）は、通帳を発行せず、キャッシュカードのみを

発行する総合口座です。 

(1) 本アプリの開設口座（以下、「開設口座」といいま

す。）は、通帳を発行せず、キャッシュカードのみを

発行する総合口座です。 

 変更 

新:5 

旧:5 
b 開設口座を本アプリに口座登録することで、各種サー

ビスをご利用いただけます。 

(2) 開設口座を本アプリに口座登録することで、各種サ

ービスをご利用いただけます。 

 変更 

新:5 

旧:5 
c その他事項については、各種貯金規定等に基づいてお

取り扱いいたします。 

(3) その他事項については、各種貯金規定等にもとづい

てお取扱いいたします。 

 変更 

新:5 

旧:5 
（2）利用条件 2. 利用条件 

 変更 

新:5 

旧:5 
マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちで日

本国内に居住する 18歳以上の個人の契約者が、本アプリ

から申込みできます。ただし、次の各号に該当する方は

お申込みいただけません。 

運転免許証等をお持ちで日本国内に居住する 18歳以上

の個人の契約者が、本アプリから申込みできます。ただ

し、次の各号に該当する方はお申込みいただけません。 

JPKI リリ

ースに伴

う記載の

修正 

変更 

新:5 

旧:5 
a JAバンクに生活用口座（普通・総合）をお持ちの方 (1) JAバンクに生活用口座（普通・総合）をお持ちの方 

 変更 

新:6 

旧:6 
b マイナンバーカード（個人番号カード）の住所・氏名

の変更手続をされていない方 

(2) 運転免許証等の住所・氏名の変更手続をされていな

い方 

JPKI リリ

ースに伴

う記載の

修正 

変更 

新:6 

旧:6 
c マイナンバーカード（個人番号カード）の有効期限が

切れている方 

(3) 運転免許証等の有効期限が切れている方 
JPKI リリ

ースに伴

う記載の

修正 

変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-9 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:6 

旧:6 
d 日本国外に居住の方 (4) 日本国外に居住の方 

 変更 

新:6 

旧:6 
e 税務上の居住地が日本のみでない方 (5) 税務上の居住地が日本のみでない方 

 変更 

新:6 

旧:6 
f 外国政府等において重要な公的地位にある方またはあ

った方とそのご家族 

(6) 外国政府等において重要な公的地位にある方または

あった方とそのご家族 

 変更 

新:6 

旧:6 
g 日本以外の国籍を有する方 (7) 日本以外の国籍を有する方 

 変更 

新:6 

旧:6 
h その他 JAバンク所定の条件を満たさない方 (8) その他 JAバンク所定の条件を満たさない方 

 変更 

新:6 

旧:6 
（3）口座の利用開始 3. 口座の利用開始 

 変更 

新:6 

旧:6 
a 口座は、JAバンクより送付する口座番号をお知らせす

る電子メールを契約者が受領したときより利用できま

す。キャッシュカードは、申込時の届出住所・氏名に

あてて送付します。 

(1) 口座は、JAバンクより送付する口座番号をお知らせ

する電子メールを契約者が受領したときより利用でき

ます。キャッシュカードは、申込時の届出住所・氏名

にあてて送付します。 

 変更 

新:6 

旧:6 
b JAバンクから契約者への連絡が相当期間とれない場

合、口座開設後に入金が相当期間されない場合、申込

時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたこと

が判明した場合、その他 JAバンクが必要と認めた場

合は、JAバンクは契約者に通知することなく、お取引

の全部または一部の停止もしくは口座を解約できるも

のとします。組合員加入を開設の条件としている口座

において、所定期間内に開設口座への出資金払込のな

い場合も同様とします。 

(2) JAバンクから契約者への連絡が相当期間とれない場

合、口座開設後に入金が相当期間されない場合、申込

時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたこと

が判明した場合、その他 JAバンクが必要と認めた場

合は、JAバンクは契約者に通知することなく、お取引

の全部または一部の停止もしくは口座を解約できるも

のとします。組合員加入を開設の条件としている口座

において、所定期間内に開設口座への出資金払込のな

い場合も同様とします。 

 変更 

新:6 

旧:6 
（4）通知 4. 通知 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-10 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:6 

旧:6 
届け出のあった氏名、住所にあてて JAバンクが通知ま

たは送付書類を発送した場合、それらが住所変更等の事

由により契約者に到達しなかったときは通常到達すべき

ときに到達したものとみなします。 

届け出のあった氏名、住所にあてて JAバンクが通知ま

たは送付書類を発送した場合、それらが住所変更等の事

由により契約者に到達しなかったときは通常到達すべき

ときに到達したものとみなします。 

  

新:6 

旧:6 10サービス内容の追加・変更・中止 第 10条（サービス内容の追加・変更・中止） 

 変更 

新:6 

旧:6 
JAバンクは、本サービスの内容を契約者に事前に通知す

ることなく追加・変更・中止することがあります。 

JAバンクは、本サービスの内容を契約者に事前に通知す

ることなく追加・変更・中止することがあります。 

  

新:6 

旧:6 
この場合には、JAバンクは実施日および実施内容等を JA

バンクホームページに掲載する等により告知し、実施日以降

は実施後の内容により取り扱うものとします。 

この場合には、JAバンクは実施日および実施内容等を JA

バンクホームページに掲載する等により告知し、実施日以降

は実施後の内容により取扱うものとします。 

 追加 

新:6 

旧:6 11サービスの終了 第 11条（サービスの終了） 

 変更 

新:6 

旧:6 
JAバンクは、本サービスを終了することがあります。こ

の場合、JAバンクは本サービスの終了日を JAバンクホーム

ページや本アプリに掲載する等により告知します。なお、本

サービスの終了によって生じた損害について JAバンクは一

切の責任を負いません。 

JAバンクは、本サービスを終了することがあります。こ

の場合、JAバンクは本サービスの終了日を JAバンクホーム

ページや本アプリに掲載する等により告知します。なお、本

サービスの終了によって生じた損害について JAバンクは一

切の責任を負いません。 

  

新:6 

旧:6 12本サービスのご利用に際してのご注意 第 12条（本サービスのご利用に際してのご注意） 

 変更 

新:6 

旧:6 
（1）本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別

途通信料がかかり、契約者の負担となります（バージョ

ンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより

再設定などで追加的に発生する通信料も含みます。）。 

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別

途通信料がかかり、契約者の負担となります（バージョ

ンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより

再設定などで追加的に発生する通信料も含みます）。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-11 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:6 

旧:6 
（2）契約者は、日本国政府および関連する外国政府の必要な

許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出してはな

りません。 

2. 契約者は、日本国政府および関連する外国政府の必要な

許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出してはな

りません。 

 変更 

新:6 

旧:6 
（3）本サービスを利用するために契約者が利用するスマート

フォン等を変更される場合には、旧スマートフォン等か

ら本アプリを必ず削除してください。また、スマートフ

ォン等を処分される際も、当該スマートフォン等から本

アプリを必ず削除してください。 

3. 本サービスを利用するために契約者が利用するスマート

フォン等を変更される場合には、旧スマートフォン等か

ら本アプリを必ず削除してください。また、スマートフ

ォン等を処分される際も、当該スマートフォン等から本

アプリを必ず削除してください。 

 変更 

新:6 

旧:7 
（4）第三者の作成した類似アプリにご注意ください。パスワ

ード等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染

させる目的の悪意ある、本サービスと類似したアプリが

公開されている可能性があります。これらのアプリを使

用されると、パスワード等やスマートフォン等の端末内

の情報が漏洩する可能性があります。 

4. 第三者の作成した類似アプリにご注意ください。パスワ

ード等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染

させる目的の悪意ある、本サービスと類似したアプリが

公開されている可能性があります。これらのアプリを使

用されると、パスワード等やスマートフォン等の端末内

の情報が漏洩する可能性があります。 

 変更 

新:7 

旧:7 
（5）JAバンクが本アプリの内容の全部または一部を変更また

は改良（以下、「バージョンアップ」といいます。）した

場合には、契約者において本アプリの再ダウンロードや

再度利用登録が必要となる場合があります。また、契約

者のスマートフォン等の設定その他のご利用環境によっ

ては、バージョンアップ後の本アプリがご利用になれな

い場合があります。 

5. JAバンクが本アプリの内容の全部または一部を変更また

は改良（以下、「バージョンアップ」といいます。）した

場合には、契約者において本アプリの再ダウンロードや

再度利用登録が必要となる場合があります。また、契約

者のスマートフォン等の設定その他のご利用環境によっ

ては、バージョンアップ後の本アプリがご利用になれな

い場合があります。 

 変更 

新:7 

旧:7 
（6）スマートフォン等を盗難・紛失された場合には、契約者

が加入している通信事業者（キャリア）へ連絡し、回線

停止のお手続きを行ってください。 

6. スマートフォン等を盗難・紛失された場合には、契約者

が加入している通信事業者（キャリア）へ連絡し、回線

停止のお手続きを行ってください。 

 変更 

新:7 

旧:7 13免責事項等 第 13条（免責事項等） 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-12 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:7 

旧:7 
（1）本人確認 1. 本人確認 

 変更 

新:7 

旧:7 
本規定 6 により本人確認手続を経た後、本サービスの

提供に応じたうえは、JAバンクは利用者を契約者とみな

し、パスワード等に不正使用その他の事故があってもそ

のために生じた損害について、JAバンクは責任を負いま

せん。 

本規定第６条により本人確認手続を経た後、本サービ

スの提供に応じたうえは、JAバンクは利用者を契約者と

みなし、パスワード等に不正使用その他の事故があって

もそのために生じた損害について、JAバンクは責任を負

いません。 

 変更 

新:7 

旧:7 
（2）本アプリの作動に係る不具合等 2. 本アプリの作動に係る不具合等 

 変更 

新:7 

旧:7 
本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る

不具合（表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報

漏洩等）、スマートフォン等に与える影響および契約者が

本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、

その他一切の不利益について、JAバンクに故意または重

大な過失がある場合を除き、JAバンクは一切その責任を

負いません。 

本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る

不具合（表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報

漏洩等）、スマートフォン等に与える影響および契約者が

本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、

その他一切の不利益について、JAバンクに故意または重

大な過失がある場合を除き、JA バンクは一切その責任を

負いません。 

  

新:7 

旧:7 
（3）通信手段の障害等 3. 通信手段の障害等 

 変更 

新:7 

旧:7 
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、

不能等があっても、これによって生じた損害について、

JAバンクは責任を負いません。 

次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、

不能等があっても、これによって生じた損害について、

JAバンクは責任を負いません。 

  

新:7 

旧:7 
a JAバンクまたは金融機関の共同システムの運営体が相

当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回

線およびコンピュータの障害または回線工事等のやむ

を得ない事由があった場合 

(1) JAバンクまたは金融機関の共同システムの運営体が

相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、

回線およびコンピュータの障害または回線工事等のや

むを得ない事由があった場合 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-13 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:7 

旧:7 
b 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公

的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 

(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等

公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 

 変更 

新:7 

旧:7 
c 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされた

ことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合 

(3) 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされ

たことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合 

 変更 

新:7 

旧:7 
d JAバンク以外の第三者の責に帰すべき事由があった場

合 

(4) JAバンク以外の第三者の責に帰すべき事由があった

場合 

 変更 

新:7 

旧:7 
（4）通信経路等 4. 通信経路等 

 変更 

新:7 

旧:7 
お客さまは本サービスのご利用に際し、移動体通信

網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性

および本サービスで JAバンクが講じる安全対策等につい

て了承しているものとみなします。 

お客さまは本サービスのご利用に際し、移動体通信

網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性

および本サービスで JAバンクが講じる安全対策等につい

て了承しているものとみなします。 

  

新:7 

旧:7 
（5）通信環境 5. 通信環境 

 変更 

新:7 

旧:7 
本サービスに使用する機器（以下、「取引機器」といい

ます。）および通信媒体が正常に稼動する環境については

契約者の責任において確保してください。JAバンクは、

当契約により取引機器が正常に稼動することについて保

証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼

動しなかったことにより取引が成立しない、または成立

した場合、それにより生じた損害について JAバンクは責

任を負いません。 

本サービスに使用する機器（以下、「取引機器」といい

ます。）および通信媒体が正常に稼動する環境については

契約者の責任において確保してください。JAバンクは、

当契約により取引機器が正常に稼動することについて保

証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼

動しなかったことにより取引が成立しない、または成立

した場合、それにより生じた損害について JAバンクは責

任を負いません。 

  

新:7 

旧:8 14解約等 第 14条（解約等） 

 変更 
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（2026/04） 新旧対照表-14 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:7 

旧:8 
（1）都合解約 1. 都合解約 

 変更 

新:8 

旧:8 
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも

解約することができます。ただし、契約者からの解約の

場合は、JAバンク所定の方法により手続ください。 

本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも

解約することができます。ただし、契約者からの解約の

場合は、JAバンク所定の方法により手続ください。 

  

新:8 

旧:8 
（2）解約の通知 2. 解約の通知 

 変更 

新:8 

旧:8 
JAバンクの都合により本サービスを解約する場合は、

解約の通知は JAバンクが定める方法によることとしま

す。JAバンクが解約の通知を届出の住所に宛てて発信し

た場合において、その通知が受信拒否、転居先不明等の

理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達す

べきときに到達したものとみなします。 

JAバンクの都合により本サービスを解約する場合は、

解約の通知は JAバンクが定める方法によることとしま

す。JAバンクが解約の通知を届出の住所に宛てて発信し

た場合において、その通知が受信拒否、転居先不明等の

理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達す

べきときに到達したものとみなします。 

  

新:8 

旧:8 
（3）IBサービスの終了による制限 3. IBサービスの終了による制限 

 変更 

新:8 

旧:8 
解約その他の事由により IBサービスのすべてが終了し

た場合、本サービスの全部または一部の利用が制限され

ることがあります。 

解約その他の事由により IBサービスのすべてが終了し

た場合、本サービスの全部または一部の利用が制限され

ることがあります。 

  

新:8 

旧:8 
（4）代表口座の解約による制限 4. 代表口座の解約による制限 

 変更 

新:8 

旧:8 
代表口座が解約された場合、本サービスの全部または

一部の利用が制限されることがあります。 

代表口座が解約された場合、本サービスの全部または

一部の利用が制限されることがあります。 

  

新:8 

旧:8 
（5）強制解約 5. 強制解約 

 変更 
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新:8 

旧:8 
a 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、

JAバンクは契約者に事前に通知することなく、本サー

ビスを直ちに解約することができるものとします。 

(1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA

バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービス

を直ちに解約することができるものとします。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（a）支払停止または破産もしくは民事再生手続開始

の申立があったとき 

a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立

があったとき。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（b）手形交換所の取引停止処分を受けたとき b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（c）住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべ

き事由によって、JA バンクにおいて契約者の所

在が不明となったとき 

c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由

によって、JAバンクにおいて契約者の所在が不明とな

ったとき。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（d）1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき d 1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（e）相続の開始があったとき e 相続の開始があったとき。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（f）契約者が本邦の居住者でなくなったとき f 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（g）本サービスを利用して法令等に反する不正行為

を図ったとき 

g 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図っ

たとき。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（h）その他解約を必要とする相当の事由が生じたと 

き 

h その他解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 
 変更 

新:8 

旧:8 
b 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に

利用することができ、次の各号の一つにでも該当し、

契約者との取引を継続することが不適切である場合に

は、JAバンクは本サービスの利用を停止し、JAバン

(2) 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利

用することができ、次の各号の一つにでも該当し、契約

者との取引を継続することが不適切である場合には、JA

バンクは本サービスの利用を停止し、JAバンクは契約者

 変更 
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クは契約者に事前に通知することなく、本サービスを

直ちに解約することができるものとします。なお、こ

の解約によって生じた損害については、JAバンクは責

任を負いません。また、この解約により JAバンクに

損害が生じたときは、その損害額を支払っていただき

ます。 

に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約す

ることができるものとします。なお、この解約によって

生じた損害については、JAバンクは責任を負いません。

また、この解約により JAバンクに損害が生じたときは、

その損害額を支払っていただきます。 

新:8 

旧:8 
（a）契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座

申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告

をしたことが判明した場合 

a 契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座申込時

に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが

判明した場合。 

 変更 

新:8 

旧:8 
（b）契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなく

なった時から 5年を経過しない者、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他

これらに準ずる者（以下、これらを「暴力団員

等」といいます。）に該当し、または次のいずれ

かに該当することが判明した場合 

b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった

時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特

殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、

これらを「暴力団員等」といいます。）に該当し、ま

たは次のいずれかに該当することが判明した場合。 

 変更 

新:8 

旧:8 
ア 暴力団員等が経営を支配していると認めら 

れる関係を有すること 

(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係

を有すること。 

 変更 

新:8 

旧:9 
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与している 

と認められる関係を有すること 

(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら

れる関係を有すること。 

 変更 

新:9 

旧:9 
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を

図る目的または第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利

用していると認められる関係を有すること 

(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的

または第三者に損害を加える目的をもってするなど、

不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を

有すること。 

 変更 
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新:9 

旧:9 
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、また

は便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること 

(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を

供与するなどの関与をしていると認められる関係を有

すること。 

 変更 

新:9 

旧:9 
オ 役員または経営に実質的に関与している者が

暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること 

(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団

員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

 変更 

新:9 

旧:9 
（c）契約者が、自らまたは第三者を利用して次のい

ずれか一にでも該当する行為をした場合 

c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか

一にでも該当する行為をした場合。 

 変更 

新:9 

旧:9 
ア 暴力的な要求行為 (a) 暴力的な要求行為。 

 変更 

新:9 

旧:9 
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

 変更 

新:9 

旧:9 
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または

暴力を用いる行為 

(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用

いる行為。 

 変更 

新:9 

旧:9 
エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用

いて JAバンクの信用を毀損し、または JA

バンクの業務を妨害する行為 

(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JAバ

ンクの信用を毀損し、または JAバンクの業務を妨害

する行為。 

 変更 

新:9 

旧:9 
オ その他アからエに準ずる行為 (e) その他(a)から(d)に準ずる行為 

 変更 

新:9 

旧:9 15規定の準用 第 15条（規定の準用） 

 変更 

新:9 

旧:9 
本規定に定めのない事項については、IB 規定、普通貯金

規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係

する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規

本規定に定めのない事項については、JAネットバンク利

用規定、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、

カード規定等関係する各規定により取り扱います。また、こ

 変更 
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定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規

定を優先して適用するものとします。 

れらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービ

スに関しては本規定を優先して適用するものとします。 

新:9 

旧:9 16規定の変更 第 16条（規定の変更） 

 変更 

新:9 

旧:9 
（1）JAバンクは、必要に応じて本規定の内容および利用方法

（JAバンクの所定事項を含みます。）を変更することが

できるものとします。本規定は、民法に定める定型約款

に該当します。JAバンクは、本規定の各条項が、金融情

勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認めら

れる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて

変更するものとします。 

1. JAバンクは、必要に応じて本規定の内容および利用方法

（JAバンクの所定事項を含みます。）を変更することがで

きるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に

該当します。JAバンクは、本規定の各条項が、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められ

る場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変

更するものとします。 

 変更 

新:9 

旧:9 
（2）前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店

頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公

表の際に定める適用開始日から適用されるものとしま

す。 

2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店

頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公

表の際に定める適用開始日から適用されるものとしま

す。 

 変更 

新:9 

旧:9 17本アプリの権利帰属・利用範囲等 第 17条（本アプリの権利帰属・利用範囲等） 

 変更 

新:9 

旧:9 
（1）本アプリの著作権その他の知的財産権は、JAバンクま

たは正当な権利を有する第三者に帰属します。 

1. 本アプリの著作権その他の知的財産権は、JAバンクまた

は正当な権利を有する第三者に帰属します。 

 変更 

新:9 

旧:9 
（2）契約者は、個人で利用する目的のため、かつ本サービス

の利用に限り、本アプリを利用することができます。 

2. 契約者は、個人で利用する目的のため、かつ本サービス

の利用に限り、本アプリを利用することができます。 

 変更 

新:9 

旧:9 
（3）本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を

含め譲渡・質入れ等はできません。 

3. 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を

含め譲渡・質入れ等はできません。 

 変更 
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新:9 

旧:9 
（4）JAバンクは、お客さまによる本アプリのプログラムおよ

び本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・

リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を

禁止します。 

4. JAバンクは、お客さまによる本アプリのプログラムおよ

び本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・

リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を

禁止します。 

 変更 

新:9 

旧:9 18海外からの利用 第 18条（海外からの利用） 

 変更 

新:9 

旧:9 
契約者の海外からの利用については、各国の法令、通信事

情、その他事由により本サービスの全部または一部が利用で

きない場合があります。当該国の法令・制度等については、

契約者ご自身で確認してください。 

契約者の海外からの利用については、各国の法令、通信事

情、その他事由により本サービスの全部または一部が利用で

きない場合があります。当該国の法令・制度等については、

契約者ご自身で確認してください。 

  

新:10 

旧:10 19契約期間 第 19条（契約期間） 

 変更 

新:10 

旧:10 
この契約の当初契約期間は、契約日（取扱開始日）から 1

年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了ま

でに契約者または当組合から特段の申出のない限り、この契

約は期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。

継続後も同様とします。 

この契約の当初契約期間は、契約日（取扱開始日）から 1

年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了ま

でに契約者または当組合から特段の申出のない限り、この契

約は期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。

継続後も同様とします。 

  

新:10 

旧:10 20準拠法・合意管轄 第 20条（準拠法・合意管轄） 

 変更 

新:10 

旧:10 
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴

訟については、JAバンク本店の所在地を管轄する管轄裁判

所とします。 

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴

訟については、JAバンク本店の所在地を管轄する管轄裁判

所とします。 

  

新:10 

旧:10 
本規定の JAバンク所定の内容については、JAネットバン

クホームページの掲載内容により確認してください。 

本規定の JAバンク所定の内容については、JAネットバン

クホームページの掲載内容により確認してください。 
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新:10 

旧:10 
以上 以上 

  

新:11 

旧:11 
ＪＡバンクアプリ プラス口座開設利用

規定 

ＪＡバンクアプリ プラス口座開設利

用規定 

  

新:11 

旧:11 
本規定は、お客さまが「ＪＡバンクアプリ プラス」（以

下、「本アプリ」といいます。）による「ＪＡバンクアプリ 

プラス口座開設」（以下、「本サービス」といいます。）のご

利用条件等を定めるものです。 

本規定は、お客さまが「ＪＡバンクアプリ プラス」（以

下、「本アプリ」といいます。）による「ＪＡバンクアプリ 

プラス口座開設」（以下「本サービス」といいます。）のご利

用条件等を定めるものです。 

 追加 

新:11 

旧:11 
本規定のほか、JAバンクが別途定める各関連規定等の内

容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の判断と責

任において本アプリをご利用ください。 

本規定のほか、JAバンクが別途定める各関連規定等の内

容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の判断と責

任において本アプリをご利用ください。 

  

新:11 

旧:11 
  

  

新:11 

旧:11 1定義 第 1条（定義） 

 変更 

新:11 

旧:11 
本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとし

ます。 

本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとし

ます。 

  

新:11 

旧:11 
（1）JAバンク 1. JAバンク 

 変更 

新:11 

旧:11 
JA（農協）・JA信農連・農林中央金庫により構成され

た、実質的にひとつの金融機関として機能するグループ

の名称を指します。以下の条文中の「JAバンク」とは、

お客さまと直接お取引している法人である JA（農協）ま

たは JA信農連を指します。 

JA（農協）・JA信農連・農林中央金庫により構成され

た、実質的にひとつの金融機関として機能するグループ

の名称を指します。以下の条文中の「JAバンク」とは、

お客さまと直接お取引している法人である JA（農協）ま

たは JA信農連を指します。 
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新:11 

旧:11 2本サービスについて 第 2条（本サービスについて） 

 変更 

新:11 

旧:11 
（1）本サービスは、本アプリをお客さまのインターネットに

接続および閲覧可能な端末（以下、「スマートフォン

等」といいます。）にダウンロードしたうえでこれを起

動させ、当該スマートフォン等から画面の説明にしたが

ってお客さま情報等を JAバンクに送信する方法によ

り、普通貯金口座開設の申込み・キャッシュカードの申

込みが行えるサービスです。 

1. 本サービスは、本アプリをお客さまのインターネットに

接続および閲覧可能な端末（以下「スマートフォン等」

といいます。）にダウンロードしたうえでこれを起動さ

せ、当該スマートフォン等から画面の説明にしたがって

お客さま情報、お客さまの容貌および本人確認書類の写

真画像等を JAバンクに送信する方法により、普通貯金口

座開設の申込み・キャッシュカードの申込みが行えるサ

ービスです。 

JPKI リリ

ースに伴

う記載の

修正 

変更 

新:11 

旧:11 
（2）本サービスの利用対象者は、JAバンク所定の条件を満た

し、かつ JAバンクが適当と認めた、日本国内居住で満

18歳以上の個人のお客さまに限ります。 

2. 本サービスの利用対象者は、JA バンク所定の条件を満た

し、かつ JAバンクが適当と認めた、日本国内居住で満 18

歳以上の個人のお客さまに限ります。 

 変更 

新:11 

旧:11 
（3）（組合員加入が本アプリにて申込み可能な JAバンクの

み）本アプリは、口座開設申込みと同時に組合員加入が

可能です。組合員加入を口座開設と同時に申し込む場

合、JAバンクが指定する期間内に出資金相当額または超

過額を開設口座に入金いただくものとし、JAバンクはお

客さまから払戻請求書の提出を受けずに出資金として引

き落とします。 

3.（組合員加入が本アプリにて申込可能な JAバンクのみ）

本アプリは、口座開設申込と同時に組合員加入が可能で

す。組合員加入を口座開設と同時に申し込む場合、JAバ

ンクが指定する期間内に出資金相当額または超過額を開

設口座に入金いただくものとし、JAバンクはお客さまか

ら払戻請求書の提出を受けずに出資金として引き落とし

ます。 

 変更 

新:11 

旧:11 
（4）本サービスを利用できるスマートフォン等は、JAバンク

所定の機種に限られます。ご利用環境については本アプ

リのご利用環境に準じます。 

4. 本サービスを利用できるスマートフォン等は、JAバンク

所定の機種に限られます。ご利用環境については本アプ

リのご利用環境に準じます。 

 変更 

新:11 

旧:11 
（5）本アプリの利用は無料ですが、ダウンロードおよび利用

にかかる通信料はお客さまの負担となります。 

5. 本アプリの利用は無料ですが、ダウンロードおよび利用

にかかる通信料はお客さまの負担となります。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-22 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:11 

旧:11 
（6）お客さまは、本アプリを日本国内に限って利用するもの

とし、日本国の諸法令・規制を遵守するものとします。 

6. お客さまは、本アプリを日本国内に限って利用するもの

とし、日本国の諸法令・規制を遵守するものとします。 

 変更 

新:11 

旧:11 
（7）お客さまは、本アプリにて複数の JAバンクに口座開設

申込みを行った場合、それぞれの JAバンクにおいて、

自 JAバンク以外に何件の申込みがされているかを確認

できるようになることについて、同意するものとしま

す。 

7. お客さまは、本アプリにて複数の JAバンクに口座開設申

込を行った場合、それぞれの JA バンクにおいて、自 JA

バンク以外に何件の申込がされているかを確認できるよ

うになることについて、同意するものとします。 

 変更 

新:11 

旧:11 3本サービスにより開設した口座について 第 3条（本サービスにより開設した口座について） 

 変更 

新:11 

旧:11 
（1）本サービスにより開設した口座（以下、「本口座」とい

います。）は、本取引に適用される貯金規定およびカー

ド規定（別途特約等が適用される取引については当該特

約等を含む。）によるほか、本規定により取り扱いま

す。なお、各種貯金規定と本規定とで相違が生じる場合

には、各種貯金規定の定めに関わらず、本規定が優先し

て適用されるものとします。 

1. 本サービスにより開設した口座（以下「本口座」といい

ます。）は、本取引に適用される貯金規定およびカード規

定（別途特約等が適用される取引については当該特約等

を含む。）によるほか、本規定により取扱います。なお、

各種貯金規定と本規定とで相違が生じる場合には、各種

貯金規定の定めに関わらず、本規定が優先して適用され

るものとします。 

 変更 

新:11 

旧:12 
（2）本口座にかかる貯金契約は、JAバンクが口座開設手続を

完了した時点で、JAバンクとお客さまの間に成立するも

のとします。ただし、お客さまに送付したキャッシュカ

ード等が JAバンクに返送されてきた場合には、JAバン

クはお客さまに通知することなく、本口座にかかる貯金

契約を解約できるものとします。 

2. 本口座にかかる貯金契約は、JA バンクが口座開設手続を

完了した時点で、JAバンクとお客さまの間に成立するも

のとします。ただし、お客さまに送付したキャッシュカ

ード等が JAバンクに返送されてきた場合には、JAバンク

はお客さまに通知することなく、本口座にかかる貯金契

約を解約できるものとします。 

 変更 

新:12 

旧:12 
（3）本口座は、通帳の発行をしない通帳レス口座となりま

す。普通貯金口座については、JAバンクアプリをダウン

ロードのうえ、貯金口座の残高・入出金明細等ご確認く

ださい。 

3. 本口座は、通帳の発行をしない通帳レス口座となりま

す。普通貯金口座については、JAバンクアプリをダウン

ロードのうえ、貯金口座の残高・入出金明細等ご確認く

ださい。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-23 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:12 

旧:12 
（4）本口座の印章は、口座開設後に別途 JAバンク所定の方

法により届け出ることができます。印章の届出を受付け

る際には、JAバンクは所定の方法により本人確認等を行

います。印章の届出が完了するまでは、印章を用いたお

取引はできません。 

4. 本口座の印章は、口座開設後に別途 JAバンク所定の方法

により届け出ることができます。印章の届出を受付ける

際には、JAバンクは所定の方法により本人確認等を行い

ます。印章の届出が完了するまでは、印章を用いたお取

引はできません。 

 変更 

新:12 

旧:12 
（5）本口座の解約は JAバンク所定の手続で受付けます。 5. 本口座の解約は JAバンク所定の手続で受付けます。 

 変更 

新:12 

旧:12 4本アプリの権利帰属等 第 4条（本アプリの権利帰属等） 

 変更 

新:12 

旧:12 
（1）本アプリの著作権その他の各知的財産権（以下、「著作

権等」といいます。）は JA バンクまたは正当な権利を有

する第三者に帰属します。 

1. 本アプリの著作権その他の各知的財産権（以下「著作権

等」といいます。）は JAバンクまたは正当な権利を有す

る第三者に帰属します。 

 変更 

新:12 

旧:12 
（2）お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ JAバン

クが本アプリにより提供するサービスの利用に限り、本

アプリを利用することができます。個人的利用を超え

て、営利目的および第三者の権利を侵害する等の目的の

ために利用することはできません。 

2. お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ JAバンク

が本アプリにより提供するサービスの利用に限り、本ア

プリを利用することができます。個人的利用を超えて、

営利目的および第三者の権利を侵害する等の目的のため

に利用することはできません。 

 変更 

新:12 

旧:12 
（3）JAバンクは、お客さまによる本アプリのプログラムおよ

び本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・

リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を

禁止します。 

3. JAバンクは、お客さまによる本アプリのプログラムおよ

び本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・

リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を

禁止します。 

 変更 

新:12 

旧:12 
（4）JAバンクから請求があった場合、お客さまはすみやかに

本アプリをアンインストールまたは削除するものとしま

す。 

4. JAバンクから請求があった場合、お客さまはすみやかに

本アプリをアンインストールまたは削除するものとしま

す。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-24 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:12 

旧:12 5免責事項 第 5条（免責事項） 

 変更 

新:12 

旧:12 
（1）本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不

具合（表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏

洩等）、スマートフォン等に与える影響およびお客さま

が本アプリを正常に利用できないことにより被る不利

益、その他一切の不利益について、JAバンクに責に帰す

べき事由がある場合であっても、JAバンクに故意または

重大な過失がある場合を除き、JAバンクはお客さまに直

接かつ現実に生じた通常損害以外の責任を負いません。 

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不

具合（表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏

洩等）、スマートフォン等に与える影響およびお客さまが

本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、

その他一切の不利益について、JAバンクに責に帰すべき

事由がある場合であっても、JA バンクに故意または重大

な過失がある場合を除き、JAバンクはお客さまに直接か

つ現実に生じた通常損害以外の責任を負いません。 

 変更 

新:12 

旧:12 
（2）前記のほか、以下の事由により、本アプリまたは本サー

ビスが利用できなかった場合には、これによって生じた

損害については、JAバンクは責任を負いません。 

2. 前記のほか、以下の事由により、本アプリまたは本サー

ビスが利用できなかった場合には、これによって生じた

損害については、JAバンクは責任を負いません。 

 変更 

新:12 

旧:12 
a 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむをえな

い事由があったとき 

① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむをえな

い事由があったとき。 

 変更 

新:12 

旧:12 
b JAバンクまたは金融機関等の共同利用システムの運営

体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機

器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害

が生じたとき 

② JAバンクまたは金融機関等の共同利用システムの運営

体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機

器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害

が生じたとき。 

 変更 

新:12 

旧:12 
c 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされた

ことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合 

③ 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされた

ことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合。 

 変更 

新:12 

旧:12 
d JAバンク以外の第三者の責に帰すべき事由による場合 ④ JAバンク以外の第三者の責に帰すべき事由による場

合。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-25 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:12 

旧:12 6本サービス等の内容変更 第 6条（本サービス等の内容変更） 

 変更 

新:12 

旧:12 
（1）JAバンクは本アプリまたは本サービスの内容を変更、中

止または廃止する場合があります。この場合には、JAバ

ンクは変更日および変更内容等を JAバンクホームペー

ジまたは本アプリ上に掲載する等により告知し、変更日

以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 

1. JAバンクは本アプリまたは本サービスの内容を変更、中

止または廃止する場合があります。この場合には、JAバ

ンクは変更日および変更内容等を JAバンクホームページ

または本アプリ上に掲載する等により告知し、変更日以

降は変更後の内容により取り扱うものとします。 

 変更 

新:12 

旧:12 
（2）JAバンクが本アプリの内容の全部または一部を変更また

は改良（以下、「アップグレード」といいます。）した場

合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードが

必要となる場合があります。また、お客さまのスマート

フォン等の設定その他のご利用環境によっては、アップ

グレード後の本アプリがご利用になれない場合がありま

す。 

2. JAバンクが本アプリの内容の全部または一部を変更また

は改良（以下「アップグレード」といいます。）した場合

には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードが必

要となる場合があります。また、お客さまのスマートフ

ォン等の設定その他のご利用環境によっては、アップグ

レード後の本アプリがご利用になれない場合がありま

す。 

 変更 

新:13 

旧:13 7規定の変更 第 7条（規定の変更） 

 変更 

新:13 

旧:13 
（1）JAバンクは、本規定の内容について変更することがあり

ます。 

1. JAバンクは、本規定の内容について変更することがあり

ます。 

 変更 

新:13 

旧:13 
（2）前項による本規定の変更は、本アプリ内で公表するなど

JAバンク所定の方法により告知し、告知の際に定める変

更日から適用されるものとします。 

2. 前項による本規定の変更は、本アプリ内で公表するなど

JAバンク所定の方法により告知し、告知の際に定める変

更日から適用されるものとします。 

 変更 

新:13 

旧:13 8注意事項 第 8条（注意事項） 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-26 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:13 

旧:13 
（1）本サービスを利用されるスマートフォン等は、紛失・盗

難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重

に管理してください。 

1. 本サービスを利用されるスマートフォン等は、紛失・盗

難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重

に管理してください。 

 変更 

新:13 

旧:13 
（2）本アプリをインストールしたスマートフォン等がコンピ

ュータウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セ

キュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対

策をおすすめします。 

2. 本アプリをインストールしたスマートフォン等がコンピ

ュータウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セ

キュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対

策をおすすめします。 

 変更 

新:13 

旧:13 9準拠法・管轄 第 9条（準拠法・管轄） 

 変更 

新:13 

旧:13 
本規定の有効性、解釈および履行については、日本法を準

拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。 

本規定の有効性、解釈および履行については、日本法を準

拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。 

  

新:13 

旧:13 
以上 以上 

  

新:14 

旧:14 
ＪＡバンクアプリ プラス アプリケー

ション・プライバシーポリシー 

ＪＡバンクアプリ プラス アプリケー

ション・プライバシーポリシー 

  

新:14 

旧:14 1定義 第 1条（定義） 

 変更 

新:14 

旧:14 
このアプリケーション・プライバシーポリシー（以下、

「本プライバシーポリシー」といいます。）は、JAバンクが

提供するアプリケーション（ＪＡバンクアプリ プラス）（以

下、「本アプリ」といいます。）におけるお客さまの情報（以

下、「お客さま情報」といいます。）の取扱いを定めたもので

す。 

このアプリケーション・プライバシーポリシー（以下「本

プライバシーポリシー」といいます。）は、JAバンクが提供

するアプリケーション（ＪＡバンクアプリ プラス）（以下

「本アプリ」といいます。）におけるお客さまの情報（以下

「お客さま情報」といいます。）の取扱いを定めたもので

す。 

 追加 
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（2026/04） 新旧対照表-27 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:14 

旧:14 
なお、JAバンクとは、JA（農協）・JA信農連・農林中央金

庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能

するグループの名称を指します。以下の条文中の「JAバン

ク」とは、お客さまと直接お取引しており、かつお客さまに

対し JAサービス IDを発行している法人である JA（農協）

または JA信農連を指します。 

なお、JAバンクとは、JA（農協）・JA信農連・農林中央金

庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能

するグループの名称を指します。以下の条文中の「JAバン

ク」とは、お客さまと直接お取引しており、かつお客さまに

対し JAサービス IDを発行している法人である JA（農協）

または JA信農連を指します。 

  

新:14 

旧:14 2個人情報等の取得 第 2条（個人情報等の取得） 

 変更 

新:14 

旧:14 
JAバンクは、本アプリの運営上必要な範囲内で、本アプ

リを通じてお客さま情報（個人情報保護法第 2条で定める個

人情報を含みます。）を取得します。 

JAバンクは、本アプリの運営上必要な範囲内で、本アプ

リを通じてお客さま情報（個人情報保護法第 2条で定める個

人情報を含みます。）を取得します。 

  

新:14 

旧:14 
（取得する情報の例） （取得する情報の例） 

  

新:14 

旧:14 
お客さま自身の登録・入力により取得する情報 お客さま自身の登録・入力により取得する情報 

  

新:14 

旧:14 
・氏名 ・氏名 

  

新:14 

旧:14 
・生年月日 ・生年月日 

  

新:14 

旧:14 
・アカウント情報（JAサービス ID、パスワード等） ・アカウント情報（JAサービス ID、パスワード等） 

  

新:14 

旧:14 
・電話番号 ・電話番号 

  

新:14 

旧:14 
・メールアドレス ・メールアドレス 

  



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-28 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:14 

旧:14 
・口座情報（貯金種目、口座番号、残高、入出金明細

等） 

・口座情報（貯金種目、口座番号、残高、入出金明細

等） 

  

新:14 

旧:14 
・その他お客さまが本アプリを使用し入力・登録した

情報 

・その他お客さまが本アプリを使用し入力・登録した

情報 

  

新:14 

旧:14 
アプリケーションの利用に際して自動的に取得する情報 アプリケーションの利用に際して自動的に取得する情報 

  

新:14 

旧:14 
・アクセスログ情報（お客さまからのリクエスト日

時、お客さまのリクエスト種別等） 

・アクセスログ情報（お客さまからのリクエスト日

時、お客さまのリクエスト種別等） 

  

新:14 

旧:14 
・端末情報（端末の利用 OS等） ・端末情報（端末の利用 OS等） 

  

新:14 

旧:14 
・本アプリのバージョン情報 ・本アプリのバージョン情報 

  

新:14 

旧:14 3利用目的 第 3条（利用目的） 

 変更 

新:14 

旧:14 
JAバンクは、取得したお客さまの個人情報を、以下の(1)

の業務において、以下の(2)の利用目的の達成に必要な範囲

内で利用いたします。 

JAバンクは、取得したお客さまの個人情報を、以下の 1

の業務において、以下の 2の利用目的の達成に必要な範囲内

で利用いたします。 

 追加 

新:14 

旧:14 
（1）業務内容 1 業務内容 

 変更 

新:14 

旧:14 
a 貯金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替

業務およびこれらに付随する業務 

（1）貯金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為

替業務およびこれらに付随する業務 

 変更 
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新:14 

旧:14 
b 公共債窓販業務、投資信託販売業務、保険販売業務、

信託業務等、JAバンクが営むことができる業務および

これらに付随する業務 

（2）公共債窓販業務、投資信託販売業務、保険販売業

務、信託業務等、JAバンクが営むことができる業務お

よびこれらに付随する業務 

 変更 

新:14 

旧:14 
c その他法律により JAバンクが営むことができる業務お

よびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる

業務を含みます。） 

（3）その他法律により JAバンクが営むことができる業

務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認めら

れる業務を含みます。） 

 変更 

旧:15  
 

  

新:15 

旧:15 
（2）利用目的 2 利用目的 

 変更 

新:15 

旧:15 
JAバンク、JAバンクの関連会社、提携会社（団体）の金

融商品やサービスに関し、下記の目的のために利用いたしま

す。 

JAバンク、JAバンクの関連会社、提携会社（団体）の金

融商品やサービスに関し、下記の目的のために利用いたしま

す。 

  

新:15 

旧:15 
a 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申

込みの受付のため 

（1）各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの

申込の受付のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
b 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・

販売、サービスの案内を行うため 

（2）金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧

誘・販売、サービスの案内を行うため 

 変更 

新:15 

旧:15 
c 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等、金

融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のた

め 

（3）犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等、

金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認の

ため 

 変更 

新:15 

旧:15 
d 貯金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な

お取引における管理のため 

（4）貯金取引や融資取引等における期日管理等、継続的

なお取引における管理のため 

 変更 
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新:15 

旧:15 
e 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断の

ため 

（5）融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断の

ため 

 変更 

新:15 

旧:15 
f 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービ

スの提供にかかる妥当性の判断のため 

（6）適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサー

ビスの提供にかかる妥当性の判断のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
g 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機

関に提供する場合や信用保証機関・提携先の保険会社

等へ提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲

で第三者に提供するため 

（7）与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報

機関に提供する場合や信用保証機関・提携先の保険会

社等へ提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範

囲で第三者に提供するため 

 変更 

新:15 

旧:15 
h 系統信用事業に関する諸機能提供、指導、企画、管

理、調査・研究等のため 

（8）系統信用事業に関する諸機能提供、指導、企画、管

理、調査・研究等のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
i 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部に

ついて委託された場合等において、委託された当該業

務等を適切に遂行するため 

（9）他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部

について委託された場合等において、委託された当該

業務等を適切に遂行するため 

 変更 

新:15 

旧:15 
j お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務

の履行のため 

（10）お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や

義務の履行のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
k 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等

による金融商品やサービスの研究や開発のため 

（11）市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実

施等による金融商品やサービスの研究や開発のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
l ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関

する各種ご提案のため 

（12）ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス

に関する各種ご提案のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
m 提携会社（団体）等の商品やサービスの各種ご提案等

のため 

（13）提携会社（団体）等の商品やサービスの各種ご提

案等のため 

 変更 
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新:15 

旧:15 
n 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため （14）各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のた

め 

 変更 

新:15 

旧:15 
o 本アプリにおけるお客さまの登録、ご本人様確認およ

び不正利用防止のため 

（15）本アプリにおけるお客さまの登録、ご本人様確認

および不正利用防止のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
p 本アプリのサービス提供・維持・品質向上のため （16）本アプリのサービス提供・維持・品質向上のため 

 変更 

新:15 

旧:15 
q お客さまからのお問い合わせ対応等に活用するため （17）お客さまからのお問い合わせ対応等に活用するた

め 

 変更 

新:15 

旧:15 
r その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行す

るため 

（18）その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履

行するため 

 変更 

新:15 

旧:15 4本プライバシーポリシーの公表および同意 第 4条（本プライバシーポリシーの公表および同意） 

 変更 

新:15 

旧:15 
本アプリを利用する場合は、本プライバシーポリシーをご

確認いただき、内容をご理解いただいたうえでご利用くださ

い。本プライバシーポリシーはアプリストアの本アプリ紹介

ページに掲示されており、この掲示をもって公表したものと

します。ご利用者は本アプリをインストールする際に、本プ

ライバシーポリシーをご確認ください。 

本アプリを利用する場合は、本プライバシーポリシーをご

確認いただき、内容をご理解いただいたうえでご利用くださ

い。本プライバシーポリシーはアプリストアの本アプリ紹介

ページに掲示されており、この掲示をもって公表したものと

します。ご利用者は本アプリをインストールする際に、本プ

ライバシーポリシーをご確認ください。 

  

新:15 

旧:15 5個人情報等の第三者提供 第 5条（個人情報等の第三者提供） 

 変更 

新:15 

旧:15 
（1）個人情報の第三者提供 1 個人情報の第三者提供 

 変更 
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新:15 

旧:15 
JAバンクが、本アプリにてお客さまより取得したお客さ

ま情報のうち個人情報については、お客さまの同意なく第三

者に提供することはいたしません。 

JAバンクが、本アプリにてお客さまより取得したお客さ

ま情報のうち個人情報については、お客さまの同意なく第三

者に提供することはいたしません。 

  

新:15 

旧:15 
ただし、以下の場合は除くものとします。 ただし、以下の場合は除くものとします。 

  

新:15 

旧:16 
a 特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、お

客さま情報の全部または一部を外部に委託する場合 

（1）特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、お

客さま情報の全部または一部を外部に委託する場合 

 変更 

新:16 

旧:16 
b お客さまが本アプリの利用規定に違反する行為を行い

（行う恐れがある場合を含みます。）、当該行為に対し

て JAバンクが必要な措置をとる場合 

（2）お客さまが本アプリの利用規定に違反する行為を行い

（行う恐れがある場合を含みます。）、当該行為に対して

JAバンクが必要な措置をとる場合 

 変更 

新:16 

旧:16 
c 法令に基づく場合 （3）法令に基づく場合 

 変更 

新:16 

旧:16 
d 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難である場

合 

（4）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合 

 変更 

新:16 

旧:16 
e 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため

に特に必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難である場合 

（5）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため

に特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難である場合 

 変更 

新:16 

旧:16 
f 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受け

たものが、法令の定めを遂行することに協力する必要

がある場合であって、本人の同意を得ることによりそ

の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

（6）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受け

たものが、法令の定めを遂行することに協力する必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることによりその遂

行に支障を及ぼすおそれがある場合 

 変更 
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新:16 

旧:16 
g 3に定める利用目的の範囲内において、JAバンク（本

項においては農林中央金庫を含みます。）内で共有す

る場合 

（7）第 3条に定める利用目的の範囲内において、JAバンク

（本項においては農林中央金庫を含む）内で共有する場

合 

 変更 

新:16 

旧:16 
h 3に定める利用目的の範囲内のうち、本アプリのサービ

ス提供・運営・障害等の対応のために、株式会社 NTT

データと共有する場合 

（8）第 3条に定める利用目的の範囲内のうち、本アプリの

サービス提供・運営・障害等の対応のために、株式会社

NTTデータと共有する場合 

 変更 

新:16 

旧:16 
i 本アプリの提供に必要な範囲内において、接続事業者

とお客さまの情報を授受する場合 

（9）本アプリの提供に必要な範囲内において、接続事業者

とお客さまの情報を授受する場合 

 変更 

新:16 

旧:16 
（2）個人関連情報の第三者提供 2 個人関連情報の第三者提供 

 変更 

新:16 

旧:16 
JAバンクが、本アプリにてお客さまより取得したお客さ

ま情報のうち個人関連情報については、第三者に提供するに

あたり、事前に当該個人関連情報が提供先において個人デー

タとして取り扱うかどうかを確認いたします。 

JAバンクが、本アプリにてお客さまより取得したお客さ

ま情報のうち個人関連情報については、第三者に提供するに

あたり、事前に当該個人関連情報が提供先において個人デー

タとして取り扱うかどうかを確認いたします。 

  

新:16 

旧:16 
提供先において個人データとして取り扱う可能性がある場

合は、提供先において当該個人データにかかるお客さまの同

意を取得することを求め、提供先がお客さまの同意を取得し

たことを確認したうえで当該個人関連情報を提供することと

いたします。 

提供先において個人データとして取り扱う可能性がある場

合は、提供先において当該個人データにかかるお客さまの同

意を取得することを求め、提供先がお客さまの同意を取得し

たことを確認したうえで当該個人関連情報を提供することと

いたします。 

  

新:16 

旧:16 6個人情報の取扱いの委託 第 6条（個人情報の取扱いの委託） 

 変更 

新:16 

旧:16 
JAバンクは、お客さまから取得した個人情報の全部又は

一部の取扱いを第三者に委託（個人情報を含むデータの管理

を委託する場合などを指します。）することがあります。こ

の場合、JAバンクは、当該委託先において個人情報の適切

JAバンクは、お客さまから取得した個人情報の全部又は

一部の取扱いを第三者に委託（個人情報を含むデータの管理

を委託する場合などを指します。）することがあります。こ

の場合、JAバンクは、当該委託先において個人情報の適切
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な安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行いま

す。 

な安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行いま

す。 

新:16 

旧:16 7利用者関与の方法 第 7条（利用者関与の方法） 

 変更 

新:16 

旧:16 
本アプリは、お客さま情報の取得を停止する手段を提供し

ておりません。 

本アプリは、お客さま情報の取得を停止する手段を提供し

ておりません。 

  

新:16 

旧:16 
お客さま情報の取得を停止したい場合には、本アプリから

ログアウトし、端末から削除してください。 

お客さま情報の取得を停止したい場合には、本アプリから

ログアウトし、端末から削除してください。 

  

新:16 

旧:16 8個人情報保護方針等 第 8条（個人情報保護方針等） 

 変更 

新:16 

旧:16 
JAバンクの個人情報保護方針等は、JAバンクのホームペ

ージ等からご確認ください。本個人情報保護方針（プライバ

シーポリシー）と本プライバシーポリシーが異なる場合に

は、本プライバシーポリシーが優先するものとします。 

JAバンクの個人情報保護方針等は、JAバンクのホームペ

ージ等からご確認ください。本個人情報保護方針（プライバ

シーポリシー）と本プライバシーポリシーが異なる場合に

は、本プライバシーポリシーが優先するものとします。 

  

新:16 

旧:17 9安全管理体制 第 9条（安全管理体制） 

 変更 

新:16 

旧:17 
JAバンクは、取り扱う個人データの漏えい、滅失または

毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理

に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分な

セキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要

とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じ

ます。具体的な安全管理措置の概要は以下のとおりです。 

JAバンクは、取り扱う個人データの漏えい、滅失または

毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理

に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分な

セキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要

とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じ

ます。具体的な安全管理措置の概要は以下のとおりです。 

  

新:17 

旧:17 
（個人データの取扱いに係る規律の整備） （個人データの取扱いに係る規律の整備） 
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新:17 

旧:17 
・取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに、取

扱方法、責任者・担当者およびその任務等に関する規程

等を制定しています。 

・取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに、取

扱方法、責任者・担当者及びその任務等に関する規程等

を制定しています。 

 変更 

新:17 

旧:17 
（組織的安全管理措置） （組織的安全管理措置） 

  

新:17 

旧:17 
・個人データの取扱いに関するデータ管理者を設置するとと

もに、個人データを取り扱う職員および当該職員が取り

扱う個人データの範囲を明確化し、取扱いに不備が見ら

れた際にはデータ管理者の指示のもと是正する態勢を整

備します。 

・個人データの取扱いに関するデータ管理者を設置するとと

もに、個人データを取り扱う職員及び当該職員が取扱う

個人データの範囲を明確化し、取扱いに不備が見られた

際にはデータ管理者の指示のもと是正する態勢を整備し

ます。 

 変更 

新:17 

旧:17 
（人的安全管理措置） （人的安全管理措置） 

  

新:17 

旧:17 
・個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定

期的な研修を実施します。 

・個人データの取り扱いに関する留意事項について、職員に

定期的な研修を実施します。 

 削除 

新:17 

旧:17 
（物理的安全管理措置） （物理的安全管理措置） 

  

新:17 

旧:17 
・個人データの取扱いは入退室管理等のあるエリアで行わ

れ、個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等

の盗難・紛失等を防止するための措置を講じます。 

・個人データの取り扱いは入退室管理等のあるエリアで行わ

れ、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の

盗難・紛失等を防止するための措置を講じます。 

 変更 

新:17 

旧:17 
（技術的安全管理措置） （技術的安全管理措置） 

  

新:17 

旧:17 
・アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人デー

タ等の範囲を制限します。 

・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人データ

等の範囲を制限します。 

 変更 



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-36 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:17 

旧:17 
・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アク

セス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し

ます。 

・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アク

セス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し

ます。 

  

新:17 

旧:17 
・定期的なアクセス・操作ログの確認を通じて個人データへ

の不正アクセス・不正利用等がないことを確認します。 

・定期的なアクセス・操作ログの確認を通じて個人データへ

の不正アクセス・不正利用等がないことを確認します。 

  

新:17 

旧:17 10改訂 第 10条（改訂） 

 変更 

新:17 

旧:17 
JAバンクの判断により、本プライバシーポリシーは改訂

されることがあります。 

JAバンクの判断により、本プライバシーポリシーは改訂

されることがあります。 

  

新:17 

旧:17 
本プライバシーポリシーを改訂する場合には、アプリスト

アの本アプリ紹介ページへの掲示をもって公表することとい

たします。 

本プライバシーポリシーを改訂する場合には、アプリスト

アの本アプリ紹介ページへの掲示をもって公表することとい

たします。 

  

新:17 

旧:17 11お問い合わせ窓口 第 11条（お問い合わせ窓口） 

 変更 

新:17 

旧:17 
本アプリにおけるお客さま情報の取扱いに関するお問い合

わせ、ご相談は以下の窓口でお受けいたします。 

本アプリにおけるお客さま情報の取扱いに関するお問い合

わせ、ご相談は以下の窓口でお受けいたします。 

  

新:17 

旧:17 
ＪＡネットバンクヘルプデスク ＪＡネットバンクヘルプデスク 

  

新:17 

旧:17 
フリーダイヤル 0120-058-098 フリーダイヤル 0120-058-098 

  

新:17 

旧:17 
お問い合わせ時間 平日 9：00～21：00 お問い合わせ時間 平日 9：00～21：00 

  

新:17 

旧:17 
土日祝日 9：00～17：00 土日祝日 9：00～17：00 

  



 

新旧対照表   

（2026/04） 新旧対照表-37 ＪＡバンクアプリ プラスに関する規定 

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:17 

旧:17 12個人情報取扱事業者 第 12条（個人情報取扱事業者） 

 変更 

新:17 

旧:17 
本アプリにおける個人情報取扱事業者の名称、住所、およ

び代表者は以下のとおりです。 

本アプリにおける個人情報取扱事業者の名称、住所、およ

び代表者は以下のとおりです。 

  

新:17 

旧:17 
名   称：○○農業協同組合 名   称：○○農業協同組合 

  

新:17 

旧:18 
住   所：愛媛県○○○○〇 住   所：愛媛県○○○○〇 

  

新:17 

旧:18 
代 表 者： ○○ ○○ 代 表 者： ○○ ○○ 

  

新:17 

旧:18 
以上 以上 

  

 


